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新型コロナウイルスの感染拡大に伴うクラブ活動について（第八報） 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

平素は本クラブの諸行事にご理解、ご協力頂き、誠にありがとうございます。 

さて、新型コロナウイルスの対応について、政府から緊急事態宣言が 5/7～5/31までに期間延長することが発表

されました。これを受けて、クラブで検討した結果、会員のみなさまの健康と感染拡大の予防を第一に優先し、

活動自粛期間を 5/31まで延長いたします。 

今は活動出来ない状況が続きますが、この日本が一丸となった対策が 1日も早い活動再開に繋がることを信じ

て、クラブに関わるすべてのみなさんで力を合わせて乗り越えていきたいと思います。 

引き続き、本クラブの活動にご理解、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

また、今後の状況の変化により基本方針等に変更が生じた場合は、速やかにクラブ HP などを通じて連絡させ

ていただきます。 

敬具 

記 

 

【5月 7日（木）～31日（日）の活動について】 

本クラブの活動自粛期間を 5/31まで延長いたします。 

平日・土日を含めて、グラウンドでの全クラブの活動を中止といたします。 

  《対象》全てのチーム活動及び全てのスクール活動 

 

●5月 11日（月）に予定しておりました磯上・小野浜公園のグラウンド抽選も中止となります。 

●通常送付している 5月の行事予定の発送はいたしません。 

●5月の行事予定表の HPへの掲載はいたしません。 

●その他、詳細連絡がある場合は各カテゴリーにて連絡します。 

 

●5月 31日（日）以降の方針については 5月 26日（火）頃までに（第九報）として連絡します。 

  これにつきましては状況を鑑みて変更となる可能性があります。 

※今後の活動については随時更新される国、自治体の発信内容を考慮しながら、判断して参ります。 

※クラブ HP・連絡版を利用して案内させて頂きますので、定期的に確認の方よろしくお願いいたします。 

 



 

【新型コロナウイルス緊急事態宣言発令延長に伴う、神戸 FC 事務局 業務対応について】 

緊急事態宣言の延長を受け、クラブ事務局の業務を次の通り運営させて頂きます。会員の皆さま、関係各位に

はご不便をお掛けいたしますが、ご理解を賜りますようよろしくお願いいたします。 

 

《神戸 FC事務局 業務対応》 

期間：2020年 5月 7日（木）～ 5月 31日（日） 

   ・通常の業務時間を短縮、変更いたします。 

     （平日のみ）月・水・木 11：00～15：00（事務局の電話は留守番電話となります） 

    ・会員の皆さまで緊急の場合は各カテゴリーの担当職員の携帯電話かメールまでご連絡ください。 
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